
  【別添１】 

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和５年10月末時点） 

 

１ 外国人雇用事業所及び外国人労働者の状況 
 

  令和５年10月末時点、外国人雇用事業所数は2,194所、外国人労働者数は12,015人となっ

ている。これは、令和４年10月末時点の2,048所から146所（7.1％）の増加、9,900人から2,115

人（21.4％）の増加となっている。 

  外国人労働者数の対前年増加率については、新型コロナウイルス感染症の影響前である

令和元年10月末時点の対前年増加率22.2％の水準に回復してきている。 

  産業別外国人労働者数にみると、「製造業」が最も多く、4,870人で全体の40.5％を占めて

いる。対前年増加率をみると、「宿泊業、飲食サービス業」が36.6％と最も増加している。 

  事業所規模別にみると、「30人未満」規模の事業所が最も多く、1,279所で全体の58.3％を

占めている。対前年増加率をみると、「30～99人以上」が10.5％の増加となっている。 

 [別表２]、[別表４]、[別表８]、[参考-１]、[参考-３] 、[参考-７] 

 

【図１ 外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移】 

単位：所、人 

（各年10月末時点の数値） 

 
 
【図２ 事業所規模別外国人雇用事業所数】 ２，１９４所 

 
【図３ 事業所規模別外国人労働者数】 １２，０１５人 
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２ 国籍別・在留資格別にみた外国人労働者の状況 
 
  国籍別にみると、ベトナムが最も多く5,092人で、外国人労働者全体の42.4％を占めている。 

次いで、インドネシア2,183人（構成比18.2％）、フィリピン1,767人（同14.7％）、中国719 

人（同6.0％）の順となっており、この４カ国で外国人労働者全体の81.2％を占めている。 

 さらに、構成比については、令和４年10月末時点において、ベトナム・フィリピン・イン 

ドネシアの順番であったが、令和５年10月末時点はベトナム・インドネシア・フィリピンの 

順番となった。 

国籍別の上位４か国を在留資格別にみると、ベトナムでは「技能実習」が3,448人（構成 

比67.7％）で最も多く、次いで「専門的・技術的分野の在留資格」が1,347人（同26.5％） 

の順となっている。 

インドネシアでは「技能実習」1,521人（構成比69.7％）で最も多く、次いで「専門的・技 

術的分野の在留資格」が573人（同26.2％）の順となっている。 

フィリピンでは「身分に基づく在留資格」が746人（構成比42.2％）で最も多く、次いで 

「専門的・技術的分野の在留資格」が521人（同29.5％）の順となっている。 

  中国では「身分に基づく在留資格」が287人（構成比39.9％）で最も多く、次いで「専門

的・技術的分野の在留資格」が195人（同27.1％）の順となっている。[別表１]、[参考-４] 

 

【図４ 国籍別外国人労働者数の推移】  

単位：人 

（各年10月末時点の数値） 

 

【図５ ベトナム・インドネシア・フィリピン・中国の在留資格別内訳】 
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３ 在留資格別外国人労働者の状況 
 

  在留資格別にみると、「技能実習」が最も多く6,264人で外国人労働者全体の52.1％を占め

ている。次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」3,431人（構成比28.6％）、「身分に基づ

く在留資格」1,488人（同12.4％）の順となっている。 

各在留資格の増加人数（対前年増加率）をみると、近年は減少傾向にあった「技能実習」

が1,044人（20.0％）の増加となっており、「専門的・技術的分野の在留資格」は847人（32.8％）

の増加、「資格外活動」は135人（27.8％）の増加、「身分に基づく在留資格」は87人（6.2%）

の増加となり、全ての在留資格で外国人労働者数が増加している。 

  なお、平成31年４月に創設された「特定技能」は、「飲食料品製造業」や「農業」などの

特定産業12分野で就労する外国人労働者の在留資格であるが、「特定技能」で就労する外国

人労働者数は[別表１]等において、「専門的・技術的分野の在留資格」の内訳で示しており、

[別表９]において「特定技能」で就労する外国人労働者数2,264人の特定産業12分野ごとの

内訳を示している。[別表１]、[別表９]、[参考-５] 

 

 

【図６ 在留資格別外国人労働者数の推移】  

単位：人 

                                                       （各年10月末時点の数値） 
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４ 産業別・在留資格別にみた外国人労働者の状況 
 

産業別にみると、「製造業」が最も多く4,870人で、外国人労働者全体の40.5％を占めて

いる。次いで、「農業・林業」1,762人（構成比14.7％）、「建設業」1,195人（同9.9％）、「卸

売業、小売業」1,066人（同8.9％）の順となっている。 

「製造業」の中でも「食料品製造業」の就労者が最も多く3,535人で、「製造業」全体の

72.6％を占めている。 

また、産業別の対前年増加率については、「宿泊業・飲食サービス業」が36.6％、「医療、

福祉」が28.7％となっている。 

なお、「専門的・技術的分野の在留資格」に含まれている「特定技能」については[別表９] 

等により示しているが2,264人となり、令和４年10月末時点の1,447人から817人（56.5％） 

増加した。 

「特定技能」の就労者を産業別の内訳でみると、「飲食料品製造業」が最も多く801人で 

全体の35.4％を占め、次いで「農業」678人（構成比29.9％）の順となっている。 

[別表４]、[別表６]、[別表７]、[別表９]、[参考-６] 

 

【図７ 産業別外国人労働者数の推移】  

単位：人 

（各年10月末時点の数値） 
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